






■調査方法
１）調査名

文部科学省 学校保健統計調査
都道府県別 肥満傾向児の出現率

２）算出方法
性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20％以上のものを肥満傾向児とし、

学校保健統計調査による10歳（小学５年生）の男女合計値を評価するとともに、参考データとして、10歳（小学５
年生）、13歳（中学２年生）、16歳（高校２年生）の男子及び女子の数値も継続的に算出する。
・肥満度（過体重）＝［実測体重(kg)－身長別標準体重（kg）］/身長別標準体重（kg）×100（％）
・身長別標準体重（kg）＝ a × 実測身長（cm）－b
なお、a及びbの係数は、「児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」（公益財団法人日本学校保健会、平成18
年）を参照のこと。

【平成27年度】

【平成28年度】
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基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【健康行動の指標】
７．十代の喫煙率

中学1年（男） 高校3年（男） 中学1年（女） 高校3年（女）

1996 平成8 7.5% 36.9% 3.8% 15.6%

1997 9

1998 10

1999 11

2000 12

2001 13

2002 14

2003 15

2004 16 3.2% 21.7% 2.4% 9.7%

2005 17

2006 18

2007 19

2008 20 1.5% 12.8% 1.1% 5.3%

2009 21

2010 22 1.6% 8.6% 0.9% 3.8%

2011 23

2012 24

2013 25

2014 26 1.0% 4.6% 0.3% 1.5%

中間評価目標
2019年度

中学１年
男子・女子 0％

高校３年
男子・女子 0％

最終評価目標
2024年度

中学１年
男子・女子 0％

高校３年
男子・女子 0％

■調査方法
１）調査名

厚生労働科学研究「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」
設問：この30日間に何日タバコを吸いましたか？
→ 1.０日 2.１か２日 3.３～５日 4.６～９日 5.10～19日 6.20～29日 7.30日（毎日）

２）算出方法
１か２日以上吸った者（選択肢「2」～「7」）を回答者数（不明も含む）で除して算出。
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基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【健康行動の指標】
８．十代の飲酒率

中学1年（男） 高校3年（男） 中学1年（女） 高校3年（女）

1996 平成8 26.0% 53.1% 16.9% 36.1%

1997 9

1998 10

1999 11

2000 12

2001 13

2002 14

2003 15

2004 16 16.7% 38.4% 14.7% 32.0%

2005 17

2006 18

2007 19

2008 20 9.1% 27.1% 9.7% 21.6%

2009 21

2010 22 8.0% 21.0% 9.1% 18.5%

2011 23

2012 24

2013 25

2014 26 7.2% 13.7% 5.2% 10.9%

中間評価目標
2019年度

中学３年
男子・女子 0％

高校３年
男子・女子 0％

最終評価目標
2024年度

中学１年
男子・女子 0％

高校３年
男子・女子 0％

■調査方法
１）調査名

厚生労働科学研究「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」
厚生労働科学研究「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」
設問：この30日間に、少しでもお酒を飲んだ日は合計何日になりますか？
→ 1.０日 2.１か２日 3.３～５日 4.６～９日 5.10～19日 6.20～29日 7.30日（毎日）

２）算出方法
１か２日以上飲んだ者（選択肢「2」～「7」）を回答者数（不明も含む）で除して算出。
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基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【健康行動の指標】
９．朝食を欠食する子どもの割合

ベース
ライン

（直近値）

小学５年生： 9.5％
中学２年生：13.4％

（平成22年度）

中間
評価目標

2019年度

小学５年生： 5.0％
中学２年生： 7.0％

最終
評価目標

2024年度

中間評価時に
設定

■調査方法
１）調査名
平成22年度児童生徒の食事状況等調査（独立行政法人日本スポーツ振興センター）
設問：あなたは、毎日朝食を食べますか。１つ選んで○をつけてください。
→ 1.必ず毎日食べる 2.１週間に２～３日食べないことがある

3.１週間に４～５日食べないことがある 4.ほとんど食べない
２）算出方法
「1.必ず毎日食べる」以外の割合をもって朝食を欠食する子どもの割合として算出。

− 129 −



基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【環境整備の指標】
10．学校保健委員会を開催している小学校、中学校、高等学校の割合

ベース
ライン

（直近値）

小学校・中学校：89.7 %
高 等 学 校：86.9 %

（平成27年度）

中間
評価目標

2019年度
―

最終
評価目標

2024年度

中間評価時に
設定

■調査方法
１）調査名
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課調べ（公立学校における学校保健委員会の設置状況）

２）算出方法
学校保健委員会を開催している小学校及び中学校と高等学校について、それぞれ1回以上開催している公立学校

数の総数を全公立学校数で除す。
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H27年度 H28年度

都道府県 県型保健所数

いずれにも
取り組んで
いない

市区町村数

①いずれに
も取り組ん
でいない市
区町村％

100-① 市区町村数

いずれにも
取り組んで
いない

市区町村数

①いずれに
も取り組ん
でいない市
区町村％

100-①

全国 1,741 661 38 62 1,741 680 39 61

北海道 179 78 44 56 179 82 46 54

青森県 40 7 18 83 40 5 13 88

岩手県 33 5 15 85 33 6 18 82

宮城県 35 15 43 57 35 14 40 60

秋田県 25 7 28 72 25 6 24 76

山形県 35 17 49 51 35 16 46 54

福島県 59 26 44 56 59 19 32 68

茨城県 44 12 27 73 44 14 32 68

栃木県 25 3 12 88 25 1 4 96

群馬県 35 8 23 77 35 9 26 74

埼玉県 63 33 52 48 63 40 63 37

千葉県 54 12 22 78 54 16 30 70

東京都 62 27 44 56 62 28 45 55

神奈川県 33 12 36 64 33 16 48 52

新潟県 30 6 20 80 30 6 20 80

富山県 15 5 33 67 15 7 47 53

石川県 19 12 63 37 19 11 58 42

福井県 17 8 47 53 17 6 35 65

山梨県 27 12 44 56 27 13 48 52

長野県 77 32 42 58 77 32 42 58

岐阜県 42 23 55 45 42 17 40 60

静岡県 35 11 31 69 35 12 37 63

愛知県 54 14 26 74 54 20 37 63

三重県 29 13 45 55 29 14 48 52

滋賀県 19 8 42 58 19 12 63 37

京都府 26 15 58 42 26 15 58 42

大阪府 43 22 51 49 43 20 47 53

兵庫県 41 15 37 63 41 15 37 63

奈良県 39 19 49 51 39 17 44 56

和歌山県 30 6 20 80 30 6 20 80

鳥取県 19 5 26 74 19 6 32 68

島根県 19 2 11 89 19 4 21 79

岡山県 27 12 44 56 27 7 26 74

広島県 23 9 39 61 23 12 57 43

山口県 19 4 21 79 19 3 16 84

徳島県 24 9 38 63 24 9 38 63

香川県 17 7 41 59 17 7 41 59

愛媛県 20 5 25 75 20 2 10 90

高知県 34 7 21 79 34 14 41 59

福岡県 60 35 58 42 60 35 58 42

佐賀県 20 8 40 60 20 8 40 60

長崎県 21 12 57 43 21 14 67 33

熊本県 45 13 29 71 45 15 33 67

大分県 18 5 28 72 18 4 22 78

宮崎県 26 9 35 65 26 11 42 58

鹿児島県 43 17 40 60 43 21 40 60

沖縄県 41 19 46.3 53.7 41 13 41.5 58.5

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【環境整備の指標】
11．地域と学校が連携した健康等に関する講習会の開催状況

中間評価目標
2019年度

80.0％
最終評価目標
2024年度

100.0％
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■調査方法
１）調査名
母子保健課調査 市町村用
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について

２）算出方法
①～⑥の事業※１について、講習会等の開催及び学校との連携※２に重複回答した市町村数を全市町村数で除
して割合を算出。
※１ ① 自殺防止対策 ② 性に関する指導 ③ 肥満及びやせ対策

④ 薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む） ⑤ 食育 ⑥ その他
※２ 学校との連携とは、学校保健委員会に構成員として参画したり、学校から相談を受けたりするなどして、
共に健康に関する課題を共有し、何らかの対策に取り組んでいること

【平成27年度】

【平成28年度】
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基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参１．スクールカウンセラーを配置する小学校、中学校の割合

小学校 中学校 その他

2012 平成24 7,967 8,120 1,534

2013 25 10,246 8,404 1,660

2014 26 11,695 8,451 1,867

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
２）算出方法

全公立小学校、中学校のうち、国で補助しているスクールカウ
ンセラー等活用事業でスクールカウンセラーが配置されている学
校の割合。
※なお、平成24年度は、スクールカウンセラー等活用事業におい
て、公立小学校及び中学校以外の学校や教育委員会1,534か所
にスクールカウンセラーが配置されている。
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基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参２．スクールソーシャルワーカーの配置状況

人数

2012 平成24 784

2013 25 1,008

2014 26 1,186

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
２）算出方法

全公立学校のうち、国で補助している「スクールソーシャルワーカー活用業」
で、スクールソーシャルワーカーとして雇用された実人数。
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①自殺防止策
H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％ 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％

全国 1,741 338 19.4 1,741 380 21.8

北海道 179 10 5.6 179 15 8.4

青森県 40 11 27.5 40 13 32.5

岩手県 33 16 48.5 33 15 45.5

宮城県 35 9 25.7 35 10 28.6

秋田県 25 12 48.0 25 10 40.0

山形県 35 3 8.6 35 3 8.6

福島県 59 12 20.3 59 15 25.4

茨城県 44 5 11.4 44 7 15.9

栃木県 25 7 28.0 25 8 32.0

群馬県 35 10 28.6 35 8 22.9

埼玉県 63 16 25.4 63 16 25.4

千葉県 54 11 20.4 54 11 20.4

東京都 62 19 30.6 62 21 33.9

神奈川県 33 11 33.3 33 8 29.2

新潟県 30 6 20.0 30 9 20.0

富山県 15 3 20.0 15 4 26.7

石川県 19 3 15.8 19 4 21.1

福井県 17 1 5.9 17 3 17.6

山梨県 27 7 25.9 27 9 33.3

長野県 77 15 19.5 77 18 23.4

岐阜県 42 7 16.7 42 9 21.4

静岡県 35 8 22.9 35 10 20.0

愛知県 54 12 22.2 54 12 22.2

三重県 29 7 24.1 29 6 20.7

滋賀県 19 3 15.8 19 4 21.1

京都府 26 3 11.5 26 3 7.7

大阪府 43 11 25.6 43 9 20.9

兵庫県 41 13 31.7 41 16 39.0

奈良県 39 4 10.3 39 6 15.4

和歌山県 30 2 6.7 30 2 6.7

鳥取県 19 7 36.8 19 4 21.1

島根県 19 11 57.9 19 11 57.9

岡山県 27 1 3.7 27 3 11.1

広島県 23 4 17.4 23 8 34.8

山口県 19 3 15.8 19 7 36.8

徳島県 24 4 16.7 24 4 16.7

香川県 17 1 5.9 17 2 11.8

愛媛県 20 9 45.0 20 9 45.0

高知県 34 4 11.8 34 4 11.8

福岡県 60 8 13.3 60 7 11.7

佐賀県 20 4 20.0 20 5 25.0

長崎県 21 2 9.5 21 2 9.5

熊本県 45 3 6.7 45 5 11.1

大分県 18 5 27.8 18 6 33.3

宮崎県 26 2 7.7 26 2 7.7

鹿児島県 43 9 20.9 43 15 28.3

沖縄県 41 4 9.8 41 2 6.5

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（①自殺防止対策）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後

母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100

【平成27年度】

【平成28年度】
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➁性に関する指導
H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％ 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％

全国 1,741 737 42.3 1,741 743 42.7

北海道 179 84 46.9 179 87 48.6

青森県 40 29 72.5 40 27 67.5

岩手県 33 22 66.7 33 23 69.7

宮城県 35 17 48.6 35 13 37.1

秋田県 25 9 36.0 25 9 36.0

山形県 35 8 22.9 35 9 25.7

福島県 59 31 52.5 59 32 54.2

茨城県 44 29 65.9 44 28 63.6

栃木県 25 21 84.0 25 21 84.0

群馬県 35 14 40.0 35 16 45.7

埼玉県 63 8 12.7 63 10 15.9

千葉県 54 30 55.6 54 31 57.4

東京都 62 18 29.0 62 14 22.6

神奈川県 33 13 39.4 33 11 45.8

新潟県 30 20 66.7 30 19 53.3

富山県 15 7 46.7 15 4 26.7

石川県 19 4 21.1 19 4 21.1

福井県 17 3 17.6 17 3 17.6

山梨県 27 10 37.0 27 11 40.7

長野県 77 22 28.6 77 27 35.1

岐阜県 42 14 33.3 42 13 31.0

静岡県 35 15 42.9 35 17 48.6

愛知県 54 30 55.6 54 30 55.6

三重県 29 15 51.7 29 12 41.4

滋賀県 19 3 15.8 19 3 15.8

京都府 26 5 19.2 26 5 15.4

大阪府 43 15 34.9 43 14 32.6

兵庫県 41 19 46.3 41 22 53.7

奈良県 39 17 43.6 39 16 41.0

和歌山県 30 20 66.7 30 20 66.7

鳥取県 19 7 36.8 19 9 47.4

島根県 19 11 57.9 19 14 73.7

岡山県 27 9 33.3 27 12 44.4

広島県 23 8 34.8 23 8 30.4

山口県 19 12 63.2 19 11 57.9

徳島県 24 9 37.5 24 10 41.7

香川県 17 3 17.6 17 4 23.5

愛媛県 20 12 60.0 20 9 50.0

高知県 34 12 35.3 34 13 38.2

福岡県 60 20 33.3 60 20 33.3

佐賀県 20 5 25.0 20 6 30.0

長崎県 21 6 28.6 21 5 23.8

熊本県 45 16 35.6 45 19 42.2

大分県 18 7 38.9 18 7 38.9

宮崎県 26 12 46.2 26 10 38.5

鹿児島県 43 19 44.2 43 22 41.5

沖縄県 41 17 41.5 41 13 41.9

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（➁性に関する指導）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100

【平成27年度】

【平成28年度】
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③肥満及びやせ対策
H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％ 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％

全国 1,741 350 20.1 1,741 340 19.5

北海道 179 30 16.8 179 30 16.8

青森県 40 12 30.0 40 12 30.0

岩手県 33 11 33.3 33 9 27.3

宮城県 35 12 34.3 35 14 40.0

秋田県 25 4 16.0 25 5 20.0

山形県 35 2 5.7 35 4 11.4

福島県 59 9 15.3 59 10 16.9

茨城県 44 4 9.1 44 4 9.1

栃木県 25 12 48.0 25 14 56.0

群馬県 35 13 37.1 35 13 37.1

埼玉県 63 5 7.9 63 8 12.7

千葉県 54 18 33.3 54 14 25.9

東京都 62 8 12.9 62 9 14.5

神奈川県 33 7 21.2 33 6 16.7

新潟県 30 12 40.0 30 10 53.3

富山県 15 1 6.7 15 1 6.7

石川県 19 2 10.5 19 1 5.3

福井県 17 0 0.0 17 0 0.0

山梨県 27 7 25.9 27 6 22.2

長野県 77 28 36.4 77 26 33.8

岐阜県 42 8 19.0 42 8 19.0

静岡県 35 11 31.4 35 11 28.6

愛知県 54 16 29.6 54 15 27.8

三重県 29 5 17.2 29 2 6.9

滋賀県 19 3 15.8 19 3 15.8

京都府 26 1 3.8 26 2 7.7

大阪府 43 3 7.0 43 1 2.3

兵庫県 41 10 24.4 41 9 22.0

奈良県 39 1 2.6 39 2 5.1

和歌山県 30 9 30.0 30 8 26.7

鳥取県 19 4 21.1 19 2 10.5

島根県 19 8 42.1 19 8 42.1

岡山県 27 2 7.4 27 1 3.7

広島県 23 3 13.0 23 3 13.0

山口県 19 2 10.5 19 2 10.5

徳島県 24 10 41.7 24 9 37.5

香川県 17 6 35.3 17 6 35.3

愛媛県 20 7 35.0 20 7 35.0

高知県 34 5 14.7 34 5 14.7

福岡県 60 6 10.0 60 6 10.0

佐賀県 20 2 10.0 20 3 15.0

長崎県 21 0 0.0 21 1 4.8

熊本県 45 11 24.4 45 11 24.4

大分県 18 2 11.1 18 3 16.7

宮崎県 26 9 34.6 26 7 26.9

鹿児島県 43 5 11.6 43 6 11.3

沖縄県 41 4 9.8 41 3 9.7

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（③肥満及びやせ対策）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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【平成27年度】

【平成28年度】

■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100
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④薬物乱用防止対策
H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％ 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％

全国 1,741 466 26.8 1,741 468 26.9

北海道 179 40 22.3 179 51 28.5

青森県 40 20 50.0 40 19 47.5

岩手県 33 11 33.3 33 10 30.3

宮城県 35 11 31.4 35 7 20.0

秋田県 25 5 20.0 25 4 16.0

山形県 35 9 25.7 35 8 22.9

福島県 59 14 23.7 59 17 28.8

茨城県 44 10 22.7 44 10 22.7

栃木県 25 11 44.0 25 12 48.0

群馬県 35 5 14.3 35 7 20.0

埼玉県 63 11 17.5 63 11 17.5

千葉県 54 13 24.1 54 14 25.9

東京都 62 26 41.9 62 26 41.9

神奈川県 33 10 30.3 33 9 27.3

新潟県 30 12 40.0 30 12 40.0

富山県 15 2 13.3 15 3 20.0

石川県 19 1 5.3 19 1 5.3

福井県 17 1 5.9 17 0 0.0

山梨県 27 8 29.6 27 6 22.2

長野県 77 18 23.4 77 15 19.5

岐阜県 42 13 31.0 42 11 26.2

静岡県 35 11 31.4 35 10 28.6

愛知県 54 21 38.9 54 20 37.0

三重県 29 10 34.5 29 8 27.6

滋賀県 19 8 42.1 19 8 42.1

京都府 26 6 23.1 26 6 23.1

大阪府 43 13 30.2 43 15 34.9

兵庫県 41 12 29.3 41 13 31.7

奈良県 39 8 20.5 39 7 17.9

和歌山県 30 15 50.0 30 14 46.7

鳥取県 19 5 26.3 19 3 15.8

島根県 19 13 68.4 19 12 63.2

岡山県 27 10 37.0 27 11 40.7

広島県 23 7 30.4 23 8 34.8

山口県 19 5 26.3 19 6 31.6

徳島県 24 4 16.7 24 2 8.3

香川県 17 3 17.6 17 5 29.4

愛媛県 20 9 45.0 20 9 45.0

高知県 34 9 26.5 34 14 41.2

福岡県 60 7 11.7 60 7 11.7

佐賀県 20 4 20.0 20 4 20.0

長崎県 21 0 0.0 21 1 4.8

熊本県 45 5 11.1 45 6 13.3

大分県 18 5 27.8 18 4 22.2

宮崎県 26 4 15.4 26 5 19.2

鹿児島県 43 12 27.9 43 11 25.6

沖縄県 41 9 22.0 41 6 14.6

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（④薬物乱用防止対策）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100

【平成27年度】

【平成28年度】
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➄食育
H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％ 市区町村数

「講習会等」と
「その他」のい
ずれか一方を
実施している
市区町村数

％

全国 1,741 894 51.3 1,741 891 51.2

北海道 179 78 43.6 179 76 42.5

青森県 40 25 62.5 40 27 67.5

岩手県 33 25 75.8 33 24 72.7

宮城県 35 20 57.1 35 23 65.7

秋田県 25 14 56.0 25 16 64.0

山形県 35 12 34.3 35 10 28.6

福島県 59 28 47.5 59 26 44.1

茨城県 44 27 61.4 44 31 70.5

栃木県 25 20 80.0 25 17 68.0

群馬県 35 23 65.7 35 25 71.4

埼玉県 63 30 47.6 63 27 42.9

千葉県 54 31 57.4 54 30 55.6

東京都 62 25 40.3 62 25 40.3

神奈川県 33 15 45.5 33 18 60.4

新潟県 30 19 63.3 30 20 60.0

富山県 15 5 33.3 15 7 46.7

石川県 19 7 36.8 19 8 42.1

福井県 17 6 35.3 17 6 35.3

山梨県 27 11 40.7 27 12 44.4

長野県 77 42 54.5 77 48 62.3

岐阜県 42 17 40.5 42 18 42.9

静岡県 35 22 62.9 35 22 60.0

愛知県 54 29 53.7 54 28 51.9

三重県 29 8 27.6 29 8 27.6

滋賀県 19 8 42.1 19 9 47.4

京都府 26 5 19.2 26 6 19.2

大阪府 43 18 41.9 43 19 44.2

兵庫県 41 27 65.9 41 24 58.5

奈良県 39 17 43.6 39 13 33.3

和歌山県 30 12 40.0 30 11 36.7

鳥取県 19 13 68.4 19 13 68.4

島根県 19 18 94.7 19 17 89.5

岡山県 27 16 59.3 27 17 63.0

広島県 23 15 65.2 23 15 60.9

山口県 19 18 94.7 19 17 89.5

徳島県 24 15 62.5 24 14 58.3

香川県 17 9 52.9 17 7 41.2

愛媛県 20 14 70.0 20 15 75.0

高知県 34 27 79.4 34 26 76.5

福岡県 60 19 31.7 60 19 31.7

佐賀県 20 13 65.0 20 13 65.0

長崎県 21 9 42.9 21 9 42.9

熊本県 45 26 57.8 45 23 51.1

大分県 18 10 55.6 18 10 55.6

宮崎県 26 21 80.8 26 16 61.5

鹿児島県 43 15 34.9 43 21 39.6

沖縄県 41 10 24.4 41 5 16.1

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（➄食育）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100

【平成27年度】

【平成28年度】
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①～⑥のいずれかについて取り組んでいる市区町村の割合
H27年度 H28年度

都道府県 県型保健所数

いずれにも
取り組んで
いない

市区町村数

①いずれに
も取り組ん
でいない市
区町村％

100-① 市区町村数

いずれにも
取り組んで
いない

市区町村数

①いずれに
も取り組ん
でいない市
区町村％

100-①

全国 1,741 349 20.0 80.0 1,741 358 20.6 79.4

北海道 179 37 20.7 79.3 179 40 22.3 77.7

青森県 40 1 2.5 97.5 40 1 2.5 97.5

岩手県 33 2 6.1 93.9 33 2 6.1 93.9

宮城県 35 7 20.0 80.0 35 9 25.7 74.3

秋田県 25 4 16.0 84.0 25 3 12.0 88.0

山形県 35 12 34.3 65.7 35 14 40.0 60.0

福島県 59 13 22.0 78.0 59 13 22.0 78.0

茨城県 44 6 13.6 86.4 44 7 15.9 84.1

栃木県 25 1 4.0 96.0 25 1 4.0 96.0

群馬県 35 6 17.1 82.9 35 6 17.1 82.9

埼玉県 63 19 30.2 69.8 63 20 31.7 68.3

千葉県 54 7 13.0 87.0 54 5 9.3 90.7

東京都 62 11 17.7 82.3 62 12 19.4 80.6

神奈川県 33 5 15.2 84.8 33 7 21.2 78.8

新潟県 30 2 6.7 93.3 30 2 6.7 93.3

富山県 15 1 6.7 93.3 15 2 13.3 86.7

石川県 19 8 42.1 57.9 19 7 36.8 63.2

福井県 17 7 41.2 58.8 17 6 35.3 64.7

山梨県 27 7 25.9 74.1 27 7 25.9 74.1

長野県 77 15 19.5 80.5 77 15 19.5 80.5

岐阜県 42 12 28.6 71.4 42 10 23.8 76.2

静岡県 35 4 11.4 88.6 35 3 8.6 91.4

愛知県 54 7 13.0 87.0 54 10 18.5 81.5

三重県 29 7 24.1 75.9 29 9 31.0 69.0

滋賀県 19 4 21.1 78.9 19 5 26.3 73.7

京都府 26 13 50.0 50.0 26 10 38.5 61.5

大阪府 43 13 30.2 69.8 43 14 32.6 67.4

兵庫県 41 9 22.0 78.0 41 9 22.0 78.0

奈良県 39 11 28.2 71.8 39 12 30.8 69.2

和歌山県 30 2 6.7 93.3 30 2 6.7 93.3

鳥取県 19 2 10.5 89.5 19 2 10.5 89.5

島根県 19 0 0.0 100.0 19 1 5.3 94.7

岡山県 27 5 18.5 81.5 27 2 7.4 92.6

広島県 23 3 13.0 87.0 23 4 17.4 82.6

山口県 19 0 0.0 100.0 19 1 5.3 94.7

徳島県 24 5 20.8 79.2 24 6 25.0 75.0

香川県 17 6 35.3 64.7 17 3 17.6 82.4

愛媛県 20 2 10.0 90.0 20 1 5.0 95.0

高知県 34 2 5.9 94.1 34 5 14.7 85.3

福岡県 60 22 36.7 63.3 60 24 40.0 60.0

佐賀県 20 5 25.0 75.0 20 4 20.0 80.0

長崎県 21 6 28.6 71.4 21 5 23.8 76.2

熊本県 45 5 11.1 88.9 45 7 15.6 84.4

大分県 18 2 11.1 88.9 18 2 11.1 88.9

宮崎県 26 2 7.7 92.3 26 7 26.9 73.1

鹿児島県 43 14 32.6 67.4 43 11 25.6 74.4

沖縄県 41 15 36.6 63.4 41 10 24.4 75.6

基盤課題Ｂ：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 【参考とする指標】
参３．思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合
（①～⑥のいずれかについて取り組んでいる市区町村の割合）

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成24年度母子保健課調べ
都道府県、政令市・特別区、市町村共有
設問：「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」として、人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関す
る取り組みの推進について
→ 1.取り組んでいる 2.取り組んでいない

算出方法：「1.取り組んでいる」と回答した自治体／全自治体×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調べ（市町村用）
設問：思春期保健対策に関する事業の実施状況について
「講習会等」「その他」の実施の有無について、①自殺防止対策、②性に関する指導、
③肥満及びやせ対策、④薬物乱用防止対策（喫煙、飲酒を含む）、⑤食育のそれぞれについて
→ 1.取り組んでいる 0.取り組んでいない

算出方法：①～⑥いずれかについて、「1.取り組んでいる」と回答した市町村／全市町村数×100

【平成27年度】

【平成28年度】
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